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心 訓 
 

世の中で一番楽しく立派なことは

一生涯を貫く仕事を持つことです

 

世の中で一番みじめなことは 

教養のないことです 

 

世の中で一番寂しいことは 

仕事のないことです 

 

世の中で一番醜いことは 

他人の生活を羨むことです 

 

世の中で一番尊いことは 

人のために奉仕して 

決して恩に着せぬことです 

 

世の中で一番美しいことは 

全てのものに愛情を持つことです

 

世の中で一番悲しいことは 

うそをつくことです 

福澤諭吉作といわれている７カ条の教えですが、残念ながら作者

不明の偽作とされています。（慶応義塾大学も公式に否定していま

す。）しかし、きわめて平易な表現で、しかも現代人にも抵抗なく受

け容れられる教訓であることから、多くの人々によって語り継がれ、

個人の座右の銘に、企業の理念に、と多くの場所で目にします。 

私たち自身、開業当時、この言葉に出会い、大きな感銘を受けま

した。内容そのものは人生の指針として、自らを振り返り、足元を

見、将来に臨むきっかけになることと思いますのでご紹介します。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

最近、あちこちで裁判員制度が始まるというニュースを目に

します。企業としてどのような対応が必要ですか？ 
 
  ◆使用者は、公民権の行使を拒むことができません。 

裁判所では、審理にかかる日数については「概ね１週間程
度」との見通しを示していますが、それ以上に長引くケース
が出てくることも考えられます。原則として、選ばれた国民
は辞退することができません。やむを得ない理由がある場合
は辞退を認められますが、その基準については、現段階では
まだ不透明な部分があります。 
（HP 上でいくつかの Q&A が紹介されています。） 

編集後記： 
気がつけば 10 月。読書の秋、食欲の秋・・・みなさん

にとって、特別な秋の過ごし方、ありますか？今年もあと
2 か月と少し。1年の目標、進捗状況はいかがでしょうか？
今月は、裁判員制度について特集を組みました。2009

年開始（予定）のこの制度、耳にはしていますが、現実に
は、私自身が刑事裁判の審理・判決の場に立つということ
に対して、準備ができているとは正直、言うことができま
せん。みなさん自身が選ばれたときのこと、みなさんの従
業員が選ばれたときのことを想像してみてください。どの
ような対応が必要なのか、どのような制度を作っておくこ
とが必要なのか、場合によっては、就業規則の改訂等の必
要性が出てくるかもしれません。私たちも情報アンテナを
より高くし、企業の対応に関する社会的な動向、拒否する
ことができる理由の基準等、随時、発信していきたいと考
えています。 
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最低賃金の改訂について 

宮城県の最低賃金は、１０月２０日から 

（11 円引上げ）です。

厚生労働大臣が中央最低賃金審議会に対して諮問していた「平成

19 年度地域別 最低賃金額改定の目安について」については、審議

会において意見の一致をみるに至らず、昨年度同様目安に関する公

益委員見解を地方最低賃金審議会に提示するものとなりました。 

結果、平成 19 年度地域別最低賃金額改定の目安は、全国の都道府

県をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４つのランクに分け、引上げ額をＡランク 19

円、Ｂランク 14 円、Ｃランク９～10 円、Ｄランク６～７円とする

ものとなりました。なお、引上げ額の全国加重平均は 14 円です。 
 

参考:639 円の場合、8時間で 5,112 円/日、20 日間で 102,240 円/月です。

※鉄鋼業、電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造

業、自動車小売業については、産業別最低賃金が設けられています。
 
■厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/08/s0810-4.html 

        ～ 日々流れる情報をスポットでお知らせ！ 

【雇用】 

●高卒求人が５年連続上昇 ７月末現在 1.29 倍(9/15) 

●日雇い派遣労働者に雇用保険適用へ(9/14)  
【労働】 

●「偽装請負」関連の指導率は 76.1％ 厚労省(10/4) 

●ドライバーにサービス残業 ヤマト運輸に是正勧告(9/24)  
【年金】 

●国民年金保険料の実質納付率は 49％ 社保庁試算(10/2) 

●不正防止に年金保険料の窓口徴収廃止へ(9/29) 

●年金記録回復の申立てが１万人を突破(9/12)  
【関連情報】 

●中小企業退職金共済制度で 49 万人分 365 億円未払い(10/4) 

●雇用情勢改善「転職で収入増」最高の 35.3％(9/18) 

●景気回復でも民間給与が９年連続ダウン(9/28) 

 
◆有給か無給かは企業の考え方次第～「裁判員休暇制度」導入も 
労働者が裁判員となるために休みを取ることは、公民権の行使と

して法律上認められ、仕事を休んだことを理由に会社が不利益な扱
いをすることは禁じられています。ただし、有給とするか無給とす
るか、就業規則での規定化などは企業に任されているため、どのよ
うな支援体制を設けるかは企業の考え方次第といえます。 
確率的に多くの社員が裁判員やその候補になる可能性が高い大企

業では、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の一環として、「特別有給休暇
（社員が裁判員に選ばれて裁判手続に参加する場合に有給休暇とし
て扱う）として、「裁判員休暇制度」等の導入を検討しているところ、
創設する方向性を打ち出しているところも増えているようです。 
従業員が選出されたときのことを想定し、今から、少しずつでも

業務対応等について、シミュレーションを始めましょう。 

◆裁判員制度の対象となる代表的な事件（例） 
１．人を殺した場合（殺人）  
２．強盗が人にけがをさせ、あるいは死亡させてしまった場合 

(強盗致死傷）  
３．人にけがをさせ，死亡させてしまった場合（傷害致死）  
４．泥酔した状態で，自動車を運転して人をひき，死亡させてし

まった場合（危険運転致死）  
５．人の住む家に放火した場合（現住建造物等放火）  
６．身代金目的で人を誘拐した場合（身代金目的誘拐）  
７．子供に食事を与えず，放置したため死亡してしまった場合 

（保護責任者遺棄致死）  
 
◆裁判員の選出方法 
１．選挙人名簿から１年分ずつ、くじで裁判員の候補者が選ばれ

ます。名簿に載った時点で本人に通知がきます。  
２．事件ごとに候補者の中からまた 50～100 人程度がくじで選ば

れ、裁判所に呼び出されます。 
３．その中から裁判員６人を選出します。 

◆裁判員に選ばれると、次のような仕事を行います。 
１．公判に立ち会う 

裁判員に選ばれると、裁判官と一緒に刑事事件の法廷（公判
といいます。）に立ち会い、判決まで関与することになりま
す。公判は、連続して開かれます。公判では、証拠書類を取
り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。裁
判員から、証人等に質問することもできます。  

２．評議，評決 
  証拠を全て調べた後、事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、

有罪だとしたらどのような刑にするべきかを裁判官と一緒
に議論し（評議）、決定する（評決）します。評議を尽くし
ても意見の全員一致が得られなかった時、評決は多数決によ
り行われます（ただし、裁判官、裁判員のそれぞれ 1名以上
の賛成が必要）。有罪か無罪か、有罪の場合の刑に関する裁
判員の意見は、裁判官と同じ重みを持ちます。  

３．判決宣告・裁判員の任務終了 
  評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告します。 

  裁判員としての役割は，判決の宣告により終了します。  

裁判員制度とは                            最高裁判所 裁判員制度の HPはこちら： http://www.saibanin.courts.go.jp/ 

国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か否か、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。
国民が刑事裁判に参加することにより，裁判が身近で分かりやすいものとなり，司法に対する国民の信頼の向上につながることが

期待されています。国民が裁判に参加する制度は，アメリカ，イギリス，フランス，ドイツ，イタリア等でも行われています。これ
までの刑事裁判は裁判官 3名により行われていましたが、裁判官 3名と裁判員 6名により行われます。 


